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命をつなぐ
～三基幹病院における選定療養費～

松阪ナビのダウンロード はこちらから
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命をつなぐ
～三基幹病院における選定療養費～

選定療養費と は

あなたは、
かかり つけ医を
もっていますか？

1 1 9 番通報をし たこと が
ありますか？

平成2 8 年4 月の健康保険法の改正により 、地

域医療を支える大きな病院を、かかり つけ医療

機関等の紹介状がなく 受診し た際に、通常の自

己負担分に上乗せし て保険外費用（ 特別の料

金）を徴収すること が義務化さ れています。

　 松阪市における三基幹病院（ 松阪中央総合

病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院。以

下「 三病院」）においても７ ，７００ 円（ 税込）にて運

用を行っています。

いま、過去最高の救急出動件数と なっており 、救急体

制、救急医療はひっ迫し ている状況です。

医療機関の機能や役割に応じ た、適切な受診が求め

られています。

令和６ 年６ 月１日から 適用の救急車で搬送さ れた際の

“ 選定療養費”について説明します。

　 医療機関は、その機能と 規模によってその地域で担う 役割が異な

っています。たと えば地域の医院や診療所等のかかり つけ医では、

がんや心筋梗塞等の手術はできません。

　 し かし 、どのよう な症状なら 大きな病院を受診すべきか、また、ど

のよう な症状なら 地域の医院・ 診療所等で対応可能なのか、自己判

断できず迷う ケースも 現実問題とし て存在します。

　 そう し た場合に、「 心配だからとり あえず三病院に行こう 」ではな

く 、「 まずは、かかり つけ医や地域の医院・ 診療所等へ」そし て「 かかり

つけ医が必要と 判断し た場合は三病院へ紹介」と いう 機能分担・ 相

互連携を行う こと が、こ の選定療養の制度です。

三病院

かかり つけ医・ 診療所

特別料金の負担

受診 紹介状

紹介状なし で受診
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? ?

救急搬送における 選定療養費の取り 扱い

選定療養費っ てなに？

よく ある お問い合わせ

病院と 地域の医院・ 診療所等の機能分担の推進と 、地域の救急医療を守るため、

６月１日（ 土）から救急車で搬送さ れた際にも 、三病院において以下の対応となります。

開始時期 令和６年６月１日（ 土）　 午前８時３０分以降

実施病院 松阪中央総合病院・ 済生会松阪総合病院・ 松阪市民病院

対　 　 応

上記の三病院では、初診時に紹介状なし で受診さ れた際に、選定療養費が必要と なります。

選定療養費は原則とし て救急の患者は対象外ですが、救急車利用の場合であっても 、

基本的に入院に至らなかった軽症の方は、選定療養費の対象と なりますのでご留意く ださ い。

※個別の病院・ 医師が患者の状況も ふまえ判断さ れるも ので、一律に行う も のではありません。

【 対象外】　 ○紹介状持参の方　 　 　 　 　 　 　 　 ○入院に至った方

　 　 　 　 　 ○公費負担医療制度の対象の方　 　 ○災害により 被害を受けた方

　 　 　 　 　 ○労働災害、公務災害、交通事故　    ○医師の判断による

料　 　 金 ７，７００円（ 税込）／件（ 人）

「 公費負担医療制度」と は

具体的にどう いったも のですか？

病気やケガに対する医療費を国や地方自治体が負担

する制度です。病気の種類や患者の状況によって、さ

まざまな種類があります。

（ こども医療費・ 一人親家庭等医療費助成制度は除く ）

〇国の公費負担医療制度の対象の方

・ 生活保護の医療

・ 結核医療

・ 特定疾患

・ 小児慢性特定疾患

・ 自立支援医療（ 更生医療、育成医療、精神通院医療）

　 受給者　 等

〇松阪市の障がい者医療費の助成制度対象の方

・ 身体障害者手帳１～３級

・ 療育手帳A1 、A2 、B1

・ 精神障害者保健福祉手帳1 級

　 等の方で障がい者医療費助成を受けている方

※該当さ れる方は、受診し た際に受給者証や手帳　

　 の提示を行ってく ださ い。

上記（ 表１）の対応と なり 、傷病名等で例

示すること はできません。個別の病院・

医師において、患者の状況をふまえ判

断さ れます。

熱中症の場合、どう なりますか？

?

三病院に救急車で搬送さ れた方が対象

となります。住所要件はありません。

松阪市民が対象ですか？

医療費と 同様に、病院で治療を受けた

方と なります。

第三者が救急車を要請し た場合は、

誰が支払う のですか？

?

Ｑ A&Ｑ A&
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知っ ておき たい
３ つの電話相談サービ ス

知っ ておき たい
３ つの電話相談サービ ス

電話の向こう は、

看護師・ 保健師・ 医師の資格を持つ

オペレーター。

自分で判断するのが難し い時、緊

急性の高さ を見極めて状況に合っ

たアド バイスをしてく れます。

緊急性のない場合は、

まずはかかり つけ医や

地域の医院・ 診療所に

相談・ 受診をお願いします。

対処方法に
迷ったら

今診てもらえる
医療機関は？

夜間、
子ども の
相談は！

松阪地区

救急相談ダイヤル２４

対応時間  2 4 時間  3 6 5 日

【 月～土】1 9 :3 0～翌8 :0 0
【 日・ 祝・ 年末年始】8 :0 0 ～翌8 :0 0

〇急な病気　 〇夜中にケガ

〇熱が下がらない

医療ネット みえ
h ttp s://w w w .q q .p re f.m ie . lg .j p

病院を受診し た方が良いか、

不安なので相談し たいなど

こども の病気、薬、事故等に

関し ての相談など

よ    い  きゅう  きゅう 　   いい   な

０１２０-４１９９-１７

三重県

救急医療情報センタ ー

みえ

子ども 医療ダイヤル

０５９-２２９-１１９９

救急車の

適 正 利 用

＃８０００ または

０５９-２３２-９９５５

を!を!

https://www.qq.pref.mie.lg.jp
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FA X

総務省消防庁発行「 救急車利用リーフレット 」から引用

松阪市休日・ 夜間応急診療所
松阪市健康センタ ーはるる内（ 松阪市春日町一丁目１９番地）

【 お問い合わせ】

☎ ０５９８-２３-１３６４

　  ０５９８-２６-４９５１【 毎日】2 0 :0 0～2 2 :3 0（ 受付2 0 :0 0～2 2 :0 0）

【 日曜日・ 祝日・ 年末年始】9 :0 0～1 2 :0 0 、1 4 :0 0～1 7 :0 0

 　 　 　 　 　 　 　   （ 受付8 :4 5 ～1 1 :3 0 、1 3 :4 5 ～1 6 :3 0）

【 土曜日】2 4 :0 0 ～翌6 :0 0（ 受付　 2 4 :0 0～翌5 :3 0）

診療
時間


